
（追加分） （単位:千円）

熊　本　市　長     大　西　一　史　　

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

 第４条　予算第９条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する｡

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

(1)　職員給与費 1,284,824千円 58,851千円 1,343,675千円

期    間 限度額

　精算業務に係る現金等輸送業務委託 令和6年度～令和7年度

第１款  軌道事業費用 2,488,202千円 58,851千円 2,547,053千円

第１項 営業費用 2,435,062千円 58,851千円 2,493,913千円

（収益的収入及び支出の補正）

議 第 257 号

令和６年11月29日提出

令和６年度熊本市交通事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和６年度熊本市交通事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

第２条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

支          出

(科　　　目) (補正前の額) (補正額) (計)

　キャッシュレス決済運用経費 令和6年度～令和8年度 5,300

（債務負担行為の補正）

第３条　予算第５条に定めた債務負担行為の事項、期間及び限度額を、次のとおり補正する。

事          項

7,000
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